
DX人材開発支援助成金のご紹介



DX推進人材開発支援助成金とは

あらゆる業界においてITを活用したDX化を推進をする中で人材不足、スキル不足の課題に対してDX推進
人材を育成する為の助成金として2022年12月に創成された期間限定の新たな助成金制度。
令和5年度予算 「人材の育成・活性化」に1,138億円を計上
人材開発助成金658億円のうちリスキリング支援コース 505億円

DX等の人材を育成する為に必要な教育訓練を受講させその受講に掛かる費用の一部を助成する制度。
この制度を活用してe-Leaningやオンラインコンテンツなどで学習しDX人材を育成し本業のDX化推進に
取り組むことが可能となります。

企業のDX人材不足、スキル不足を解決するために生まれた助成金
新規事業展開やDX推進等の人材育成向け助成金 “ 人材開発支援助成金 ”

新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対し
て新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に
沿って実施した場合等に 訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成します。

事業展開等リスキリング支援コースとは

・ITツールの活用や電子契約システムを導入し、 社内のペーパーレス化を進めた アプリを開発し顧客が待ち時間を見えるようにした
 ・顔認証やQRコードなどによるチェックインサービスを導入し手続きを簡略化した等例



中小企業事業主に該当するかどうかの判断は、主たる事業」ごとに「A 資本金の額または出資の 
「総額」または「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって行い、 A、Bどちらかの基準に該当すれば、中小企業事業主となります。
ただし、以下の例のような資本金等を持たない事業主は「B 企業全体で常時雇用する労働者の数」によって判断します。

中小企業事業主

主たる事業 A 資本金の額または出資の総額 B 企業全体で常時雇用する労働者の数

小売業 (飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下

サービス業 5,000万円以下 100人以下

卸売業 1億円以下 100人以下

その他の業種 3億円以下 300人以下

①助成率・助成限度額
経費助成率

中小企業 大企業

75% 60%

10時間以上100時間未満

中小企業 大企業

30万円 20万円

②受講者1人あたりの経費助成限度額
助成率・助成額

支給に関する制限
●訓練等受講回数の制限：助成対象となる訓練等の受講回数の上限は、1労働者につき1年度で3回までです。
●１事業所の支給額の制限：１事業所が１年度※に受給できる助成額は最大1億円
※支給申請を基準とし、4月1日から翌年3月31日まで

助成金支給対象の範囲



助成金支給対象者と要件

訓練対象者 l 申請事業主における被保険者

基本要件

l 実訓練時間数が10時間以上 ※であること
l 事業主において企業内のデジタル・デジタルトランス フォーメーション (DX) 化やグ
リーン・カーボンニュートラル化を進める場合に これに関連する業務に従事させる上
で必要となる専門的な知識及び技能の習得をさせるための訓練

※ eラーニングによる訓練等及び通信制による訓練等については、 標準学習時間が10時間
以上または標準学習期間が1か月以上であること。

[参考] 事業展開の例: 新商品や新サービスの開発、製造、提供または販売を開始する 等
デジタルDX化の例: ITツールの活用や電子契約システムを導入し、 社内のペーパレス化を
進めた 等 グリーン・カーボンニュートラル化の例: 農薬の散布にトラクターを使用してい
たが、 ドローンを導入した等

人材開発支援助成金は、事業主が雇用する労働者に対して訓練を実施した場合に、訓練経費や訓練期間中 の賃金の一部を助成する制度です。「事業展開等リ
スキリング支援コース」では、新たな事業の立ち上げなど事業展開等に伴い必要となる知識および技術を習得させるための訓練を助成の対象にしています。

新規事業展開やDX推進等の人材育成に 「人材開発支援助成金」 が活用できます



助成金受給のための手続きの流れ
Step0 職業能力開発推進者の選任、 事業内職業能力開発計画の策定 自社の労働者に対する

Step1
計画提出

 (最寄りの労働局へ)

●事業内職業能力開発計画に基づき、 職業訓練実施計画を作成する
●作成した必要書類を訓練開始日の1か月前までに管轄労働局に提出する

Step2
訓練実施

●職業訓練実施計画に基づき訓練を実施する
●支給申請までに、訓練にかかった経費全額を支払う

Step3
支給申請

 (最寄りの労働局へ)

●訓練終了日の翌日から2か月以内に、 必要書類を管轄労働局に申請する

Step４
助成金支給

●支給・不支給の通知
●支給の決定

主な
提出書類

所定の様式 職業訓練実施計画届、事業展開等実施計画、訓練別の対象者一覧 など

添付書類 訓練内容を確認できるカリキュラム
訓練期間中の労働条件がわかるもの (雇用契約書の写しなど) など

主な
提出書類

所定の様式 支給申請書、賃金助成の内訳等助成額を算定した書類OFF-JT実施状況報告書など

添付書類 事業主が訓練費用を負担したことを確認できる 振込通知書
出勤簿、 タイムカード、 賃金台帳の写し など

各
都
道
府
県
労
働
局
ま
た
は
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

相談

提出

提出

支給•不支給
の通知



申請手続きの流れ

訓練（研修）実施フロー
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訓練開始の１ヶ月前まで計画書提出 2ヶ月以内 2-4ヶ月

実績報告から約24ヶ⽉で助成⾦受給
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事業金額と助成金早見表

事業金額
対象従業員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1回 40万円 80万円 120万円 160万円 200万円 240万円 280万円 320万円 360万円 400万円

2回 80万円 160万円 240万円 320万円 400万円 480万円 560万円 640万円 720万円 800万円

3回 120万円 240万円 360万円 480万円 600万円 720万円 840万円 960万円 1080万円 1200万円

対象従業員 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1回 30万円 60万円 90万円 120万円 150万円 180万円 210万円 240万円 270万円 300万円

2回 60万円 120万円 180万円 240万円 300万円 360万円 420万円 480万円 540万円 600万円

3回 90万円 180万円 270万円 360万円 450万円 540万円 630万円 720万円 810万円 900万円

助成金支給額



訓練について

1人1訓練あたり最短で10時間の受講が必要ですが、予習復習を含めての
10時間となります。動画視聴の時間については弊社管理ツール（LMS）にて時間管理を
実施しますので、管理された時間を元に実績報告データを作成し提出いたします。

PDF資料等による
予習
2時間

視聴履歴の提出が必要
動画視聴

6時間

ハンズオンや実践
復習
2時間

1訓練あたりのイメージ

合計10時間



訓練実施結果報告書について
eラーニング訓練を受講後に
講座から学んだ事、今後の生かし方について
500文字程度でご記入いただく必要がございます。

原則訓練受講者ご本人にご記入いただき
手書きで署名いただく必要がございます。



コース紹介 トレーニングコース概要

トレーニング計画
助成⾦を活⽤したリスキリングコース（DX推進）
オンラインで受講いただくトレーニング以下の中からいずれかのコースを選択いただく予定。

Googleスプレッドシート、GoogleカレンダーやGoogle Drive等のGoogleから提
供されているツールの活⽤⽅法や連携⽅法などを学び業務への活⽤を学ぶコース

表計算ソフトをし計算式やvlookup関数やピポッドテーブルの活⽤などデータ集計
や分析などを⾏う為の関数などを学び集計結果などを簡単に抽出できるようにする。

資料作成時の⽂章作成や競合の調査、プログラム作成までChatGPTを活⽤して
できることや実際の⼊⼒するコマンドやプロンプトを学んでいくコース

DXとはなにか、導⼊の成功事例と失敗事例、クラウドサービスの活⽤の仕⽅
コミュニケーションツールの活⽤などDX化の前にまずはITツールの活⽤⽅法を学ぶコース

DX講座 はじめの⼀歩

業務効率化クラウドアプリ活⽤法

Google Workplace 活⽤法

Chat GPT ビジネス活⽤⽅法



トレーニングコース概要

トレーニング計画
助成⾦を活⽤したリスキリングコース（DX推進）
オンラインで受講いただくトレーニング以下の中からいずれかのコースを選択いただく予定。

DX講座 はじめの⼀歩

業務効率化クラウドアプリ活⽤法

Google Workplace 活⽤法

Chat GPT ビジネス活⽤⽅法

DX講座 はじめの⼀歩

1回⽬の受講におすすめ

1回⽬の受講におすすめ

1回⽬の受講におすすめ
2回⽬以降の受講におすすめ


